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社協だより
社協（社会福祉協議会）は、みなさんと共に
「安心していきいき暮らせるまち」を考え、推進する民間団体です。
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　菊川市に市民後見人第 1 号が誕生しました。また、静岡県西部地区で初めての誕生です。市
民後見人とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職ではなく、講座を修了した一般住
民の方が、家庭裁判所から成年後見人として選任された人です。

　菊川市に市民後見人第 1 号が誕生しました。また、静岡県西部地区で初めての誕生です。市
民後見人とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職ではなく、講座を修了した一般住
民の方が、家庭裁判所から成年後見人として選任された人です。

誕生までのあゆみ

菊川市社会福祉協議会の権利擁護の取り組み

　御前崎市、掛川市、菊川市の３市行政と各市社会福祉協議会との合同にて「市民後見人養成講
座」を開催し、市民後見人の養成に取り組んできました。
　平成30年度から第１期の講座が始まり、基礎研修、実務研修及び社会福祉施設での実習と約１年
間かけて成年後見人に求められる内容を学んでいただきました。
　第１～３期の講座で、菊川市民として４人の方が修了しています。

　菊川市社会福祉協議会では、法人として成年後見人の担い手になることで判断能力に不安があっ
たりする人の法律行為や財産管理をお手伝いできます。
　また、今年度から居住支援の取り組みを始めましたので、どこに相談していいかわからないこと
もお気軽にお問合せください。

（第１期）菊川市会場 （第３期）掛川市会場（第２期）御前崎市会場

　認知症、知的障害、精神障害などの理由
で判断能力が不十分な方々は、財産管理
（不動産や預貯金などの管理、遺産分割協
議などの相続手続など）や身上保護（介
護・福祉サービスの利用契約や施設入所・
入院の契約締結、履行状況の確認など）な
どの法律行為をひとりで行うのが難しい場
合があります。また、自分に不利益な契約
であることがよくわからないままに契約を
結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそ
れもあります。このような判断能力が不十
分な方々を菊川市社会福祉協議会が成年後
見人として支援します。

＜判断能力が不十分な方の成年後見人
として契約や財産管理を行います＞

　本人が十分な判断能力がある時に、あら
かじめ、菊川市社会福祉協議会に見守りや、
任意後見人として将来何をして欲しいか等
の内容を公正証書による契約で決めておき、
本人の判断能力が不十分になった後に、任
意後見人として、委任された事務を本人に
代わって行います。
　また、身寄りがない方等で死後の手続き
に不安がある場合は、死後のことについて
もお手伝いします。

＜任意後見契約及び死後事務委任契約
を結び身寄りのない人を支援します＞

　住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、
高齢者、障害者、子どもを養育する者、そ
の他住宅の確保に特に配慮を要する者）の
民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図る
ため、住宅確保要配慮者に対し、

①家賃債務保証の提供
②賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提
供・相談

③見守り

などの生活支援等を実施します。

＜入居先がなかなか決まらない方の居
住支援を行います＞

１　市民後見人養成講座の開催

　この度、菊川市社会福祉協議会が法人後見人をしていたＡさんの後見
人を辞任し、法人後見支援員として関わっていた「松下さん」が市民後
見人として選任されました。
　今後は、「松下さん」が後見人として活動し、菊川市社会福祉協議会
が監督人としてＡさんの後見業務を行っていくことになりました。

３　市民後見人第１号

２　法人後見支援員としての実務経験
　養成講座を修了後、４人の方々には菊川市社会福祉協議会
が法人として成年後見人を務める法人後見の支援員または日
常生活自立支援事業の生活支援員として、判断能力の低下し
ている認知症高齢者や何らかの障害をお持ちの方の支援をし
ていただき、１年間実務経験を積んでいただいています。
　そして、１年間の実務経験後に審査を実施し、その審査に
合格した人が「市民後見人名簿」に登録されます。

　菊川市では、現在２人が名簿登録されていて、２人が実務経験中となっています。

問合わせ

社会福祉法人菊川市社会福祉協議会
電話：0537-35-3724

e-mail:info@kiku-syakyou.or.jp

ぜひご活用ください

菊川市内に
居住される方
対象
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　Ｑ　　　 現在の活動について教えてください。 

　私は、『緑ヶ丘わかばの会』でふまねっとと自立体力トレーニングを毎週行っています。今年で3
年目になり、80歳以上の方が7人全部で12人が参加してくれています。皆さん、緑が丘公民館まで
歩いてこられ、休憩時間にお喋りをしコミュニケーションをとっています。
　また、『青葉台菊川いきいき体操教室』と『ふまねっとサロン』でふまねっとサポーターをしています。

　Ｑ　　　 活動し楽しいことや印象に残っていることがあったら教えてください。 

　『緑ヶ丘わかばの会』では、皆さん
の笑いと「楽しいね」「すっきりした」
「家でやってるよ」と声をかけてくれ
るのが一番うれしいです。二人で一緒
にやっていたのですが、相手の方が体
調を崩してしまい、一人で大変だから
と、皆さん早めに来てくれ部屋の準備
を手伝ってくれています。皆さんに助
けられて行うことができうれしいです。

　Ｑ　　　 趣味や楽しみなことは何ですか。 

　私は、17年前に名古屋から菊川に引越してきました。名古屋では体を動かすことが好きでストレッ
チ体操、エアロビクスを習っていました。菊川に来ても、二俣先生にストレッチ体操を習っています。
体がほぐれてとても気持ちがいいです。
　また引越した当時、母が『町部サロン』に通っていて、デイサービス『茶の間』にも通っていました。
母が亡くなった後サロンのお手伝いを始め、今に至ります。母が繋がりをもたせてくれたのかなぁ
と感じています。

　Ｑ　　　 これからの目標や、やってみたいことがあったら教えてください。 

　人との関わりができて、これからは緑ヶ丘の皆さんと一
緒に楽しく「健康寿命」を延ばしていきたいです。
　また、「ふまねっと」は笑いと頭の活性化で歩行機能や
認知機能の改善に効果があるので「ふまねっと」を菊川市
内で広めたいと思っています。

健康寿命で元気に‼

伊藤 加寿子さん（自治会名：緑ヶ丘）

第123回

※皆さんのお近くで笑顔輝いている方がいらっしゃいましたら社会福祉協議会へご紹介ください。
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就労継続支援B型
社会福祉法人Mネット東遠　工房オアシス
　工房オアシスは社会福祉法人Mネット東遠が運営する就労継続支援B型事業所です。作業所、授産
所という言葉の方が馴染みがあるかもしれません。平成23年に菊川市赤土に開設され、主に精神に
障がいを抱えた方たちが日中の作業活動の場として過ごしています。

　現在はコロナ禍ということでなかなか実施できませんが、
例年は春にはBBQ、夏にはボウリング大会、秋には日帰り旅
行、冬にはクリスマス会とレクリエーションを皆で企画し実
施していました。人生には楽しみが不可欠ですからね。コロ
ナ疲れという言葉も聞かれるようになり、精神的にも不調に
陥る方が多い世の中です。少しでも早い終息を祈っています。
　利用者の皆様にとって、そして地域社会においても「オア
シス」でありたいと思います。

　作業は病院やホテル、地元企業から請け負ったクリーニング作業と内職作業とがあります。
クリーニングでは元気いっぱいに、内職では
マイペースにとそれぞれの方にあった作業を
しています。社会と触れ合うことはとても大
事なことです。工房オアシスでは「自分が社
会に参加している」というやりがいや楽しさ
を感じられたり、仲間づくりが出来たりする
ような場所を目指しています。

ご利用について興味を持たれた方は見学を受け付けています。気軽にご連絡ください。
開所スケジュール　毎週月曜日～金曜日　9：00～15：30

TEL:0537-73-1033　菊川市赤土1660-1　担当 水野（管理者）・竹林・原田
Webサイト（社会福祉法人Mネット東遠）　https://www.mnet-touen.org/

施設や団体の紹介コーナー
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　8月2日(月)～8月31日(火)にかけてNPO法人フードバンクふじのくにが実施する「フードドライ
ブ」の寄贈受入窓口として、多くの皆さまから物資のご協力をいただきました。
　市民の皆さまや関係機関の職員の方々から、たくさんの食品の寄贈をいただきました。
　寄贈いただいた食品は、NPO法人フードバンクふじのくにへ送り、行政や社会福祉協議会・支援
団体を通じて食べるものがなくて困っている人々に渡されます。ご協力ありがとうございました。

　社会福祉協議会では書き損じはがきを集めています。集まったはがきは市内にあるNPO法人
COCOさんへ寄付しています。
　数多くある団体が書き損じはがきを集めていて、中にはアジアの貧困の中で暮らす子どもたちへ
の支援活動、途上国の子どもたちへのワクチンになったり、地雷を撤去し子
どもたちが安全に遊ぶための敷地の確保など、内容は様々ではがきの枚数に
よって支援内容も変化します。寄付するはがきは未投函であることが条件だ
そうです。
　私たちの一番身近な場所として郵便局でも回収を行っていて、切手やはが
きと交換が可能とのことです。もし、ご家庭で眠っている未投函のはがきが
ありましたら、社会福祉協議会等団体へ寄付してはいかがでしょうか。

フードドライブへのご協力ありがとうございました

書き損じはがきを寄付しました

　令和3年9月24日（金）、「スズキスペーシア
車いす移動車」をご寄贈いただきました。専
用の装置が搭載されているので、介助者の手
助けのもと、車いすのままスロープを使って
車両に乗り降りし、病院等に
行くことができます。福祉車
両貸出用として大切に活用さ
せていただきます。ありがと
うございました。

「公益財団法人　鈴木道雄記念財団」様より福祉車両をご寄贈いただきました

「みなさまへのご報告」
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赤い羽根共同募金 地域福祉活動支援助成を受けて活動しています

まちの居場所を開所しています

元気サロン「おせっかいの会」
　元気サロン「おせっかいの会」は、高齢者の居場所づくりとして健康サロンの実施や市内のこど
も園・保育園の野菜畑の管理を支援したり、遊休農地を利用して野菜を作り、野菜福祉募金活動を
しています。集まった募金は、寄付金として社会に貢献しています。昨年度は、４団体にマスク等
を寄付することができました。今年度4月からは、野菜を1500点出品し、約15万円の野菜福祉募金
が集まりました。集まった募金は9月に菊川市に寄
付をしました。これからも地域の高齢者が元気で生
活できるように、園児と触れ合ったり、野菜を作り
ながら健康づくりをし楽しいサロンにしたいと思い
ます。
※元気サロン「おせっかいの会」の活動にご賛同され

ましたらぜひお声をかけて頂ければ幸いです。
　問　合　先：代表　落合　岐

き
良
よし

　☎090-3252-9107

　まちの居場所とは、誰でも自由に過ごすことが出来る場所です。出入り自由・過ごし方も自由です。
社会福祉協議会では、生活支援コーディネーター事業の取り組みとして市内各地に『居場所』が広
がるように活動をしています。【人とお話をすることが好き】な方【得意な事を活かしたい】方など『居
場所』に興味のある方は、お気軽に問い合わせください。現
在は、潮海寺にある東部ふれあいプラザにて、第2・4木曜
日の10時から15時まで開所しています。ボランティアさん
達は、毎回「今日は誰か来るかなあ」と心待ちにしています。
お友達を誘って、世間話でもしに来てみませんか。
※コロナの感染状況により、閉所することもありますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　問　合　先：菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

募集しています
　好きなことを活かした活動だったら協力できる、空
いた時間が少しならあるけど何か協力できることはな
いかな？そんな思いをお持ちの方がいらっしゃいまし
たら、お気軽に社会福祉協議会ボランティアセンター
にお問い合わせください。

野菜福祉募金

ボランティアの広場
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社協だより
社協（社会福祉協議会）は、みなさんと共に
「安心していきいき暮らせるまち」を考え、推進する民間団体です。

ホームページ
社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会

菊川市社協 検索

〒439-0019 静岡県菊川市半済1865（プラザけやき内）
☎電話 0537-35-3724 　FAX 0537-35-3202 　Mail info@kiku-syakyou.or.jp
　ホームページ http://www.kiku-syakyou.or.jp/社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、中止になることがあります。開催につきましては、菊川市社会福祉協議会☎35-3724にお問い合わせください。

福 祉 総 合 相 談 日時　月～金曜日　８：15～17：00
心 配 ご と 相 談 日時　11月１日（月）9：00～12：00　11月15日（月）13：00～16：00

会場　プラザけやき
日時　11月５日（金）13：00～16：00　11月22日（月）9：00～12：00
会場　小笠支所会議棟

ひきこもり・不登校相談 日時　月～金曜日　８：15～17：00
会場　プラザけやき　　予約電話　090-1476-3233

生活困窮者自立相談 日時　月～金曜日　８：15～17：00
結 婚 相 談 日時　11月５日（金）18：00～21：00（受付20：00まで）

11月21日（日）９：00～12：00（受付11：00まで）
会場　プラザけやき

※初めての方は、写真と印鑑をご持参ください。
子 育 て 相 談 日時　火～土曜日　９：00～16：30

会場　きくがわ子育て支援センター　☎37-1135
おがさ子育て支援センター　　☎73-5698

　認知症の当事者との関わりや日々の実践から、認知症という病気は私たちが人生を心豊かに幸せに生きてい
くために大切なことを教えてくれました。認知症はそもそも何なのか？関心のある方は、ぜひお越しください。
 日 　 時  　令和3年11月8日（月）13：30～14：30
 会 　 場  　中央公民館 多目的ホール　オンライン講演会
 講 　 演  　テーマ「認知症から学ぶ、人生を心豊かに生きる秘訣」
 講 　 師  　皆本 昌尚 氏（合同会社おれんじしっぷ 代表）
 対 　 象  　どなたでも
 定 　 員  　100名
 申 込 先  　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724
※会場の都合のため、事前予約をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の予防もあり、皆本先生の講演はリモートの講演会となります。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、中止になることもあります。開催につきましては、菊川市
社会福祉協議会にお問い合わせください。

菊川市民社会福祉大学を開催します
各 種 事 業  募 集

　この研修は、初めて介護に関わる方の入門講座です。
　家族介護から介護職、サービス業まで幅広くお役立ていただけます。
　介護職員初任者研修の受講料は無料（テキスト代実費※7,124円[税込] ）の予定です。
 日 　 時  　令和３年11月８日（月）14：00～15：00
 会 　 場  　プラザけやき　福祉団体室（駐車場あり）
 内 　 容  　研修内容等について詳しく知りたい方のために説明会を開催します。
　　　　　　（無料・予約不要）
 問合せ先  　菊川市社会福祉協議会　☎35-3724

 日 　 時  　令和３年11月８日（月）　13：30～16：30
 会 　 場  　プラザけやき　相談室１
 問合せ先  　地域若者サポートステーションかけがわ　☎0537-61-0755
 受付時間  　月・火・金曜日9：00～17：00、水曜日9：00～19：00
　　　　　　第2土曜日9：00～17：00

「介護職員初任者研修」の説明会を開催します

働くことに悩みを抱える方の出張相談会を開催します

相 談 窓 口
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